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平成 27 年度 共通仕様書（土木工事編） 改正概要 

（平成 27 年 10 月 1 日改正） 

 

１．共通仕様書（土木工事編Ⅰ） 

No. 項  目 内  容 備考 

1 全体 

 

・場所を表す場合「箇所」、対象の数量を表す場合「ヶ

所」とする。 

－ 

2 共通編 

1-1-8 提出書類 

 

・事務手続きの実態にあわせ、コリンズの登録期限を改

正【平成 27 年 7 月 28 日付け 27 企技第 628 号で改正】 

「土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内」 

→「速やかに」 

・「ただし、工事請負代金 2,500 万円を超えて変更する

場合には変更時登録を行うものとする。」を削除 

(Ⅰ)8 

 

3 共通編 

1-1-13 

工事の下請負 

 

・改正品確法第 8 条の「受注者の責務」改正により改正

「下請契約を締結するときは、適正な額の請負代金での

下請契約の締結に努めなければならない」を追記 

(Ⅰ)10 

[資料2-2 P1]

 

4 共通編 

1-1-14 

施工体制台帳 

・福島県元請・下請関係適正化指導要綱改正による改正 

全ての工事において、施工体制台帳の作成を明記 

【平成 27 年 4 月 27 日付け 27 企技第 177 号で改正】 

・名札標準図を明確にするため改正 

管理技術者、主任技術者の名札の標準図を追加 

 

(Ⅰ)11 

 

5 共通編 

1-1-29 施工管理

・改正品確法第 8 条の「受注者の責務」改正により改正 

「受注者は、作業員の労働条件、安全衛生その他の労働

環境の改善に努めなければならない。」を追記 

・根拠基準等を明確化するため改正 

施工管理、記録等を作成する際の基準を追記 

(Ⅰ)30、31 

[資料 2-2  

P2、P9] 

 

6 共通編 

1-1-33 工事中の

安全確保 

・架空線等事故防止対策のため改正 

受注者が工事に係わる全ての架空線等上空施設の現

地調査を行い、結果について、支障の有無に関わらず報

告する旨追記 

(Ⅰ)34 

[資料 2-2 

 P10]

 

7 共通編 

1-1-37 環境対策

・法令等の改正による改正 

「排出ガス対策型建設機械等」の取扱いについて、文言

の改正 

・「グリーン購入法」との整合を図るため改正 

特定調達品目の使用について、文言の改正 

「積極的に推進」 

→「原則として、判断の基準を満たすものは使用」 

 

(Ⅰ)37 

資料２―１ 
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No. 項  目 内  容 備考 

8 共通編 

1-1-39 

交通安全管理 

・公共工事設計労務単価に合わせ改正 

交通誘導員→交通誘導警備員 

・表 1-2 一般的制限値の高さに、「（ただし、指定路線に

ついては 4.1m）」と追記 

(Ⅰ)39、40、

42 

[資料2-2 P8]

 

9 共通編 

1-1-40 

諸法令の遵守 

・最新改正年度を把握するため改正 

各法律の年度を「制定年度」→「最新の改正年度」へ

改正 

(Ⅰ)42～45 

10 共通編 

1-1-52 道路構造

物の記録保存 

・記録保存の具体的な取扱いを、別途定めた要領（道路

総室より別途通知予定）によると改正 

(Ⅰ)51 

[資料 2-2  

P21] 

11 各工種 

適用すべき諸基

準 

関係基準が改正したため、改正年度を改正 各工種のペ

ージ 

12 共通編 

2-3-4 盛土補強工

・諸基準が改正されたため改正 

「面状補強材」の施工について改正 

(Ⅰ)61 

13 共通編 

第 3節無筋,鉄筋

コンクリート 

全体 

・諸基準改正による改正 

文言の改正 

「バイブレーター、振動機」→「バイブレータ」 

－ 

14 共通編 

第 5節 現場練り

コンクリート 

・諸基準(コンクリート標準示方書(施工編)など)改正に

よる改正 

3-5-4 材料の計量及び練混ぜ 

２．(1)材料の計量について、試験方法を追記 

３．練混ぜについて、試験方法を改正 

 

(Ⅰ)77、78 

 

15 共通編 

第 6節  

運搬・打設 

・諸基準改正による改正 

3-6-9 養生 

養生方法について改正《養生期間については改正無し》 

 

(Ⅰ)84 

[資料2-2 P4]

 

16 共通編 

第 7節 鉄筋工 

 

・諸基準改正による改正 

3-7-1 一般事項 

２．設計図書の照査について改正 

3-7-3 加工 

３．加工について参照図書の改正 

 

(Ⅰ)85 

[資料2-2 P5]

 

17 共通編 

第 9節 暑中コン

クリート 

・諸基準改正による改正 

3-9-2 施工 

打設時のコンクリート温度が上限値を超えた場合の

対応を追記 

(Ⅰ)90 
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No. 項  目 内  容 備考 

18 共通編 

第 10 節寒中コン

クリート 

・諸基準改正、諸基準との整合性を図るため改正 

3-10-3 養生 

表 3-5 の項目を改正《養生期間は改正無し》 

「構造物の露出状態」 

→「型枠の取外し直後に構造物が曝される環境」 

(Ⅰ)92 

19 材料編 

第 3節 骨材 

・JIS の改正による改正 

2-3-3 アスファルト舗装用骨材 

４．鉄鋼スラグに「環境安全品質基準」を追記 

(Ⅰ)115 

20 材料編 

第 3節 骨材 

・舗装再生便覧修正による改正 

2-3-6 安定材 

表 2-15「舗装用石油アスファルトの規格」中の数値、

記述項目の追加 

(Ⅰ)119 

21 材料編 

第 5節 鋼材 

・JIS 策定による改正 

2-5-2 構造用圧延鋼材 

JIS G 3140（橋梁用高降伏点鋼板）の追記  

(Ⅰ)121 

22 材料編 

第 6節 セメント

及び混和材料 

・諸基準改正による改正 

2-6-4 コンクリート用水 

２．海水を練混ぜ水として使用する条件に、セパレー

タを使用していない事を追記 

(Ⅰ)129 

23 材料編 

第 11 節 塗料 

・JIS 廃止による削除 

2-11-1 一般事項 

４．JIS K 5623（亜酸化鉛さび止めペイント） 

JIS K 5626（シアナミド鉛さび止めペイント） 

(Ⅰ)140 

24 材料編 

第 11 節 塗料 

・諸基準改正による改正 

2-11-1 一般事項 

６．ジンクリッチペイントの「亜鉛粉末」を削除 

(Ⅰ)140 

25 材料編 

第 12 節道路標識

及び区画線 

・諸基準改正による改正 

2-12-1 道路標識 

(4)反射シートの封入レンズ型、カプセルレンズ型反射

シートの反射性能について表 2-27、表 2-28 を改正 

(Ⅰ)142 

26 材料編 

第 13 節その他 

・引張り強度、引張強さの規格値を SI 単位系に改正 

2-13-4 河川護岸用吸い出し防止シート 

・の規格値 

「 1.0 tf/m 以上」→「 9.8 kN/m 以上」 

(Ⅰ)146 

27 土木工事共通編 

1-3-7 植生工 

・張芝を固定する芝串の本数を、ロール芝の施工を考慮

し改正 

「一枚当たり２～３本」→「１㎡当たり 20～30 本」 

(Ⅰ)165 

28 土木工事共通編 

1-3-9 小型標識工

・諸基準改正による改正 

15.溶解亜鉛めっきの基準について、追記 

(Ⅰ)168 
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No. 項  目 内  容 備考 

29 土木工事共通編 

1-3-15  

工場塗装工 

・諸基準（鋼道路橋防食便覧）改正、積算基準書との整

合性を図るためによる改正 

３．有機ジンクリッチペイント、超厚膜形エポキシ樹脂

塗料における塗装禁止条件の気温の改正 

10.未塗装範囲について、現場溶接等考慮するよう改正 

12.(3)塗装厚の測定について、小規模の場合を追記 

(6)測定について、不合格の場合の対応を改正 

 

(Ⅰ)185、186

187 

30 土木工事共通編 

1-4-5 場所打杭工

・国共通仕様書との整合を図るため改正 

14.オールケーシングの場合、鉄筋天端高さまでコンク

リートを打ち込み、硬化後、取り壊すよう改正 

(Ⅰ)199 

31 道路編 

1-5-7 補強土壁工

・諸基準改正による改正 

５．面状補強材の施工方法の改正 

８．10cm 以上隙間を生じる場合の対応を追記 

(Ⅰ)276 

[資料2-2 P7]

 

32 道路編 

第 3節 

工場製作工 

4-3-2 材料 

・諸基準改正による 

７(4)材料の塗料について、「多液形」を追記《表 4-4、

可使時間は改正無し》 

７(5)ジンクリッチペイントの「亜鉛粉末」を削除 

(Ⅰ)330、331

  332 

33 道路編 

4-5-3 

橋梁現場塗装工 

・諸基準（鋼道路橋防食便覧など）改正、積算基準書と

の整合性を図るため改正 

９．有機ジンクリッチペイント、超厚膜形エポキシ樹脂

塗料における塗装禁止条件の気温の改正 

13(2)塗装間隔について改正 

(5)未塗装範囲について、現場溶接等考慮するよう改正 

15.「箱桁」→「主桁や縦桁」 

16(3)塗装厚の測定について、小規模の場合を追記 

(6)測定について、不合格の場合の対応を改正 

17(2)粘着シートの規格を改正 

(Ⅰ)348、349

  350 

[資料2-2 P6]

 

34 道路編 

5-4-3 ポストテン

ション桁製作工 

・国共通仕様書との整合を図るため改正 

４(1)グラウドに含まれる塩化物イオン量の上限を改正 

「 0.3 kg/m3 」 

→「普通ポルトランドセメント質量の 0.08％」 

 

(Ⅰ)365 

35 道路編 

5-4-5 プレキャ

ストセグメント

主桁組立工 

・諸基準改正による改正 

２(1)表 5-1「エポキシ樹脂系接着剤の品質規格の基準」

の試験温度、養生条件の改正 

(2)プレキャストブロックの接合面から取り除くもの

として、緩んだ骨材粒、品質の悪いコンクリート

を追記 

(Ⅰ)368 
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No. 項  目 内  容 備考 

36 道路編 

6-5-3 覆工コンク

リート工 

・諸基準改正による改正 

４．締固めについて、型枠バイブレータの使用を追記 

 

(Ⅰ)390 

37 河川編 

第 2章 

浚渫（河川） 

・共通仕様書の統一化 

第 2節 適用すべき諸基準を追加 

(Ⅰ)540 

38 河川編 

2-3-2 浚渫船運転

工 

2-3-4 配土工 

・国共通仕様書と整合と図るため改正 (Ⅰ)541、542

39 河川編 ・重複項を整理し、参照するよう改正 

（以下項番号のみ記載） 

2-4-2、2-4-4、4-3-2、4-3-4、4-3-5、4-3-7、4-7-3、

4-7-4、4-7-5、4-7-6、4-7-7、4-7-8、4-7-9、4-7-11、

4-8-2、4-9-2、4-10-2、4-10-8、4-12-2、4-12-3、4-12-5、

4-12-7、4-13-5、4-14-8、4-16-6、4-16-7、4-16-8、

4-16-9 

－ 

40 河川海岸編 

第 4章 

浚渫（海岸） 

・共通仕様書の統一化 

第 2節 適用すべき諸基準を追加 

(Ⅰ)648 

41 河川海岸編 ・重複項を整理し、参照するよう改正 

（以下項番号のみ記載） 

4-3-2、4-4-2、4-4-3、4-4-4 

－ 

42 河川海岸編 

第 5章 

養浜 

・共通仕様書の統一化 

第 2節 適用すべき諸基準を追加 

第 3節 軽量盛土工を追加 

(Ⅰ)651 

43 砂防編 

1-6-4 コンクリ

ート堰堤本体工 

・諸基準改正による改正 

５.水平打継目の処理方法について改正 

10.養生方法について改正 

(Ⅰ)663、664

44 砂防編 

1-7-10 

現場塗装工 

・諸基準（鋼道路橋防食便覧など）改正、積算基準書と

の整合性を図るため改正 

10.有機ジンクリッチペイント、超厚膜形エポキシ樹脂

塗料における塗装禁止条件の気温の改正 

15(2)塗装間隔について改正 

(4)未塗装範囲について、現場溶接等考慮するよう改正 

17.「箱桁」→「主桁や縦桁」 

18(3)塗装厚の測定について、小規模の場合を追記 

(6)測定について、不合格の場合の対応を改正 

19(2)粘着シートの規格を改正 

(Ⅰ)669、670

  671、672
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No. 項  目 内  容 備考 

45 ダム編 

第 4節 

ダムコンクリー

ト工 

・諸基準改正による改正 

1-4-6 練りまぜ 

２．練りまぜ性能試験方法を改正 

５．練りまぜ（量及び時間）について、試験方法を改正 

1-4-10 締固め 

２．締固めについて、型枠バイブレータの使用を追記 

５．締固め時間について改正 

1-4-11 継目 

４．水辺打継目の処理方法について、改正 

1-4-12 養生 

２．養生方法について、改正 

 

(Ⅰ)704、705

  708、709

46 ダム編 

第 2章 

フィルダム 

・共通仕様書の統一化 

第 2節 適用すべき諸基準を追記 

 

(Ⅰ)718 

 

 

２．共通仕様書（土木工事編Ⅱ） 

No. 項  目 内  容 備考 

1 全体 

 

 

・場所を表す場合「箇所」、対象の数量を表す場合「ヶ

所」とする。 

－ 

●出来形管理基準 

2 工場塗装工 ・共通仕様書Ⅰの改正による改正 

測定基準に小規模の場合を追記 

(Ⅱ)55 

[資料 2-2  

P15] 

3 固結工 

（粉体噴射撹拌工）

（高圧噴射撹拌工）

（スラリー撹拌工）

（生石灰パイル工）

・測定箇所の明確化のため改正 

深度の測定基準、箇所を追記 

(Ⅱ)95 

[資料 2-2  

P14] 

 

4 法面吹付工 ・第 3編 1-3-6 吹付工を準用するため削除 

 

－ 

 

5 現場塗装工 ・共通仕様書Ⅰの改正による改正 

測定基準に小規模の場合を追記 

(Ⅱ)101 

[資料 2-2  

P15] 

6 根固めブロック

工 

・乱積の厚さ管理の削除 

層積、乱積でまとめ直し、乱積の測定箇所図を追加 

(Ⅱ)113 

[資料 2-2  

P11] 
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No. 項  目 内  容 備考 

7 伸縮装置工（ゴム

ジョイント） 

・据付け高さの規格値の改正 

 「舗装面に対し ０～－２」 → 「±３」 

・測定箇所の明確化のため改正 

測定基準、測定箇所に文言を追記 

(Ⅱ)124、125

[資料 2-2  

P12] 

 

8 伸縮装置工（鋼製

フィンガージョ

イント） 

測定箇所の明確化のため改正 

・測定項目、基準、箇所に文言を追記 

(Ⅱ)127 

[資料 2-2 

 P13] 

 

9 支承工 明確化のため改正 

・支承中心間隔（橋軸直角方向）の規格値をコンクリー

ト橋と鋼橋と分かるように明記 

(Ⅱ)128 

10 切削オーバーレ

イ工 

オーバーレイ工との整合を図るため改正 

・幅の測定頻度について改正 

「40m 未満の場合 2ヶ所/施工」 

→「80m 未満の場合 2ヶ所/施工」 

(Ⅱ)189 

●品質管理基準 

11 1 セメント・コン

クリート 

 

・適用基準の改正による改正 

粗骨材のすりへり試験、骨材の微粒分量試験、硫酸ナ

トリウムによる骨材の安定性試験、ミキサの練り混ぜ性

能試験の改正 

(Ⅱ)240～ 

[資料 2-2  

P16、P17]

 

12 7 セメント安定

処理路盤 

・路盤工及び国基準と整合を図るため改正 

試験方法に砂置換法（JIS A 1214）を追記 

(Ⅱ)270 

13 9 転圧コンクリ

ート 

・JIS 改正による試験項目名を改正 

「骨材中の比重 1.95 の液体に浮く粒子の試験」 

→「骨材中に含まれる密度 1.95g/cm3 の液体に浮く粒

子の試験」 

・適用基準の改正による改正 

 ミキサの練り混ぜ性能試験の改正 

(Ⅱ)280 

14 11 路床安定処理

工 

12 表層安定処理

工（表層混合処

理） 

・国基準との整合を図るため改正 

現場密度の測定について規格値を改正、摘要欄を削除 

（規格値） 

「最大乾燥密度の 90％以上」→「設計図書による」 

(Ⅱ)286、288

15 13 固結工 ・明確化するため改正 

摘要に、「ボーリング等により供試体を採取する。」を

追記 

(Ⅱ)291 

16 15 補強土壁工 ・適用基準の改正による改正 

現場密度の測定について、橋台背面アプローチ部にお

ける規格値を追記 

(Ⅱ)293 

[資料 2-2  

P19] 



 8 / 8 
 

No. 項  目 内  容 備考 

17 16 吹付工 

17 現場吹付法枠

工 

・適用基準の改正 

骨材の微粒分量試験、硫酸ナトリウムによる骨材の安

定性試験、ミキサの練り混ぜ性能試験の改正 

(Ⅱ)294～ 

  298～ 

18 18 河川・海岸土

工 

・明確化するため改正 

現場密度の測定について、「規格値を満たしていても、

規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督

員と協議の上で、（再）転圧を行うものとする。」を追記 

(Ⅱ)305 

[資料 2-2  

P20] 

 

19 19 砂防土工 ・明確化するため改正 

現場密度の測定について、試験基準に判定方法を追記 

(Ⅱ)307 

20 22 コンクリート

ダム 

・適用基準の改正 

骨材の微粒分量試験、硫酸ナトリウムによる骨材の安

定性試験、ミキサの練り混ぜ性能試験の改正 

(Ⅱ)312～ 

[資料 2-2  

P18] 

 

21 23 覆工コンクリ

ート(NATM) 

・適用基準の改正による改正 

粗骨材のすりへり試験、骨材の微粒分量試験、硫酸ナ

トリウムによる骨材の安定性試験、ミキサの練り混ぜ性

能試験の改正 

(Ⅱ)318～ 

22 24 吹付コンクリ

ート（NATM） 

・適用基準の改正 

骨材の微粒分量試験、ミキサの練り混ぜ性能試験の改

正 

(Ⅱ)326～ 

●写真管理基準 

23 写真管理基準

（案） 

・写真管理基準（案）３．整理提出の文言を削除 

「（デジタル写真管理情報基準の写真項目にある「提出

頻度写真」とは撮影箇所一覧表の「整理条件」に該当す

る写真をいう）」 

・「フィルムカメラ写真管理基準」文中文言の改正 

「整理条件」→「提出頻度」 

・撮影箇所一覧表の文言改正 

「整理条件」→「提出頻度」 

(Ⅱ)357、360

  362～ 

 

 

３．共通仕様書（土木工事編Ⅲ） 

No. 項  目 内  容 備考 

1 様式 ・福島県元請・下請関係適正化指導要綱改正に伴う様式

等の改正 

【平成 27 年 4 月 27 日付け 27 企技第 177 号で改正】 

下請通知書等廃止、理由書・再下請負通知書の新設 

(Ⅲ)14、22 

 



1

2



3

4



5

6



7

8



9

10



11

12



W1

W2

C.L

W1

A
B

W2

C.L

C.L

13

14



500
25

1 500 m2

1 25
5

1 200m2

10m2 1

15

16



17

18



19

18.

20



21 

共通仕様書（土木工事編Ⅰ）（平成２７年１０月１日） 新旧対照表 

頁 新（改正後） 旧（現行） 

第 1編 共通編 

第 1章 総則 

 

1-1-52 

道路構造物の

記録保存 

 

 

 

（略） 

 

１－１－52 道路構造物の記録保存 

１．受注者は，将来の維持管理に資することを目的として，工事完成届提出時に

道路構造物の資料を作成要領に基づき提出しなければならない。なお，提出に

あたって必要な資料は監督員から貸与を受けるものとする。        

                          

 

 

 

 

（以下削除） 
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（略） 

 

１－１－52 道路構造物の記録保存 

１．受注者は，将来の維持管理に資することを目的として，工事完成届提出時に 

道路構造物の資料を下記のとおり 提出しなければならない。なお，提出に 

あたって必要な資料は監督員から貸与を受けるものとする。ただし，下記作成 

要領により難い場合は，監督員と協議するものとする。 

 

(1) 対象とする構造物 

   トンネル，橋梁（橋長 14.5ｍ以上），大型擁壁（地震時の計算を行った 

  もの） 

(2) 保存資料作成要領 

  １）マイクロフィルム：１部 

   ① マイクロ写真用 35mm フィルム使用。 

   ② １コマにつき図面関係は１枚，計算書は４枚収めること。 

   ③ 撮影は１コマ毎に通し番号を入れて行うこと。番号はフィルムで目 

視できる大きさとすること。 

    ④ フィルムはフィルム用ジャケット（６コマ収納）に入れて提出する 

こと。 

   ２）図面 の縮小版：３部（Ａ４版） 

    ① 用紙は，両面印刷用の中性紙（紙厚（坪量）：90～110g／㎡，表面 

加工：セミ光沢／半光沢，白色度：80％以上）を用い，図面，計算書と

もＡ４版を原則とする。 

② 上記用紙を使用し縮小版を作成する際は、マイクロリーダープリンタ

ーによるダイレクト印刷とし，解像度は 600dpi 以上とする。 

③ 巻末に地質調査資料（調査孔位置図，柱状図，コア写真，その他必 

要資料）を縮小せずに綴じ込むこと。 

④ 製本は厚紙黒表紙を用い，金文字で記入のこと。 

 

（以下略） 

 

(H27.5.1) 
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